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提案理由 

 公営住宅法等の改正に伴い改正しようとする。 

 



   高山市営住宅条例の一部を改正する条例 

 高山市営住宅条例（平成９年高山市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（同居の承認） （同居の承認） 

第１２条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅

への入居の際に同居した親族以外の者を同居

させようとするときは、公営住宅法施行規則

第１０条で定めるところにより、市長の承認

を得なければならない。ただし、同居しよう

とする者が暴力団員である場合は承認しない。 

第１２条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅

への入居の際に同居した親族以外の者を同居

させようとするときは、公営住宅法施行規則

第１１条で定めるところにより、市長の承認

を得なければならない。ただし、同居しよう

とする者が暴力団員である場合は承認しない。 

  

（入居の承継） （入居の承継） 

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退

去した場合において、その死亡時又は退去時

に当該入居者と同居していた者が引き続き当

該市営住宅に居住を希望するときは、当該入

居者と同居していた者は、公営住宅法施行規

則第１１条で定めるところにより、市長の承

認を得なければならない。 

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退

去した場合において、その死亡時又は退去時

に当該入居者と同居していた者が引き続き当

該市営住宅に居住を希望するときは、当該入

居者と同居していた者は、公営住宅法施行規

則第１２条で定めるところにより、市長の承

認を得なければならない。 

  

（家賃の決定） （家賃の決定） 

第１４条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、

次条第３項の規定により認定された収入（同

条第４項の規定により更正された場合には、

その更正後の収入。第２８条において同じ。）

に基づき、近傍同種の住宅の家賃（第３項の

規定により定められたものをいう。以下同じ。）

以下で令第２条に規定する方法により算出し

た額とする。ただし、入居者からの収入の申

告がない場合において、第３５条第１項の規

定による請求を行ったにもかかわらず、市営

住宅の入居者が、その請求に応じないときは、

当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃

第１４条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、

次条第３項の規定により認定された収入（同

条第４項の規定により更正された場合には、

その更正後の収入。次項及び第２８条におい

て同じ。）に基づき、近傍同種の住宅の家賃

（第４項の規定により定められたものをいう。

以下同じ。）以下で令第２条に規定する方法

により算出した額とする。ただし、入居者か

らの収入の申告がない場合において、第３５

条第１項の規定による報告の請求を行ったに

もかかわらず、市営住宅の入居者が、その請

求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は



とする。 近傍同種の住宅の家賃とする。 

 ２ 入居者（公営住宅法施行規則第８条各号に

掲げる者に限る。）が次条第１項の規定に基

づく収入の申告をすること及び第３５条第１

項の規定による報告の請求に応じることが困

難な事情にあると市長が認めるときは、前項

ただし書の規定にかかわらず、当該入居者の

市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、公営住宅

法施行規則第９条に規定する方法により把握

した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以

下で、令第２条に規定する方法により算出し

た額とする。 

２・３ （略） ３・４ （略） 

  

（収入の申告等） （収入の申告等） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法

施行規則第８条に規定する方法によるものと

する。 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法

施行規則第７条に規定する方法によるものと

する。 

３ 市長は、第１項の規定による収入の申告に

基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者

に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による収入の申告に

基づき、又は前条第２項の規定による方法に

より、収入の額を認定又は把握（以下「認定

等」という。）し、当該額を入居者に通知す

るものとする。 

４ 入居者は、前項の認定に対し、市長の定め

るところにより意見を述べることができる。

この場合において、市長は、意見の内容を審

査し、当該意見に理由があると認めるときは

当該認定を更正するものとする。 

４ 入居者は、前項の認定等に対し、市長の定

めるところにより意見を述べることができる。

この場合において、市長は、意見の内容を審

査し、当該意見に理由があると認めるときは

当該認定等を更正するものとする。 

  

（収入超過者等に関する認定） （収入超過者等に関する認定） 

第２８条 市長は、毎年度、第１５条第３項の

規定により認定した入居者の収入の額が第６

条第１項第２号の金額を超え、かつ、当該入

第２８条 市長は、毎年度、第１５条第３項の

規定により認定等を行った入居者の収入の額

が第６条第１項第２号の金額を超え、かつ、



居者が、市営住宅に引き続き３年以上入居し

ているときは、当該入居者を収入超過者とし

て認定し、その旨を通知する。 

当該入居者が、市営住宅に引き続き３年以上

入居しているときは、当該入居者を収入超過

者として認定し、その旨を通知する。 

２ 市長は、第１５条第３項の規定により認定

した入居者の収入の額が最近２年間引き続き

令第９条に規定する金額を超え、かつ、当該

入居者が市営住宅に引き続き５年以上入居し

ている場合にあっては、当該入居者を高額所

得者として認定し、その旨を通知する。 

２ 市長は、第１５条第３項の規定により認定

等を行った入居者の収入の額が最近２年間引

き続き令第９条に規定する金額を超え、かつ、

当該入居者が市営住宅に引き続き５年以上入

居している場合にあっては、当該入居者を高

額所得者として認定し、その旨を通知する。 

３ （略） ３ （略） 

  

（収入超過者に対する家賃） （収入超過者に対する家賃） 

第３０条 第２８条第１項の規定により、収入

超過者と認定された入居者は第１４条第１項

の規定にかかわらず、当該認定に係る期間（当

該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場

合にあっては当該認定の効力が生じる日から

当該明渡しの日までの間）、毎月、次項に規

定する方法により算出した額を家賃として支

払わなければならない。 

第３０条 第２８条第１項の規定により、収入

超過者と認定された入居者は第１４条第１項

及び第２項の規定にかかわらず、当該認定に

係る期間（当該入居者が期間中に市営住宅を

明け渡した場合にあっては当該認定の効力が

生じる日から当該明渡しの日までの間）、毎

月、次項に規定する方法により算出した額を

家賃として支払わなければならない。 

２ 市長は、前項に定める家賃を算出しようと

するときは、収入超過者の収入を勘案し近傍

同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項に

規定する方法によらなければならない。 

２ 市長は、前項に定める家賃を算出しようと

するときは、収入超過者の収入を勘案し近傍

同種の住宅の家賃以下で、令第８条第２項（第

１４条第２項に規定する場合にあっては、令

第８条第３項において準用する同条第２項）

に規定する方法によらなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

  

（高額所得者に対する家賃等） （高額所得者に対する家賃等） 

第３２条 第２８条第２項の規定により高額所

得者と認定された入居者は、第１４条第１項

及び第３０条第１項の規定にかかわらず、当

該認定に係る期間（当該入居者が期間中に市

営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認

第３２条 第２８条第２項の規定により高額所

得者と認定された入居者は、第１４条第１項

及び第２項並びに第３０条第１項の規定にか

かわらず、当該認定に係る期間（当該入居者

が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっ



定の効力が生じる日から当該明渡しの日まで

の間）、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払

わなければならない。 

ては、当該認定の効力が生じる日から当該明

渡しの日までの間）、毎月、近傍同種の住宅

の家賃を支払わなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（市営住宅建替事業に係る家賃の特例） （市営住宅建替事業に係る家賃の特例） 

第３８条 市長は、前条の申出により市営住宅

の入居者を新たに整備された市営住宅に入居

させる場合において、新たに入居する市営住

宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超

えることとなり、当該入居者の居住の安定を

図るため必要があると認めるときは、第１４

条第１項、第３０条第１項又は第３２条第１

項の規定にかかわらず、令第１１条で定める

ところにより当該入居者の家賃を減額するも

のとする。 

第３８条 市長は、前条の申出により市営住宅

の入居者を新たに整備された市営住宅に入居

させる場合において、新たに入居する市営住

宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超

えることとなり、当該入居者の居住の安定を

図るため必要があると認めるときは、第１４

条第１項若しくは第２項、第３０条第１項又

は第３２条第１項の規定にかかわらず、令第

１２条で定めるところにより当該入居者の家

賃を減額するものとする。 

  

（公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅

への入居の際の家賃の特例） 

（公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅

への入居の際の家賃の特例） 

第３９条 市長は、公営住宅の用途の廃止によ

る公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居

者を他の市営住宅に入居させる場合において、

新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営

住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該

入居者の居住の安定を図るため必要があると

認めるときは、第１４条第１項、第３０条第

１項又は第３２条第１項の規定にかかわらず、

令第１１条で定めるところにより当該入居者

の家賃を減額するものとする。 

第３９条 市長は、公営住宅の用途の廃止によ

る公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居

者を他の市営住宅に入居させる場合において、

新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営

住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該

入居者の居住の安定を図るため必要があると

認めるときは、第１４条第１項若しくは第２

項、第３０条第１項又は第３２条第１項の規

定にかかわらず、令第１２条で定めるところ

により当該入居者の家賃を減額するものとす

る。 

  

（家賃） （家賃） 

第５２条 第４９条の規定による使用に供され

る市営住宅の毎月の家賃は、第１４条第１項、

第５２条 第４９条の規定による使用に供され

る市営住宅の毎月の家賃は、第１４条第１項



第３０条第１項又は第３２条第１項の規定に

かかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を

勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で

市長が定める。 

若しくは第２項、第３０条第１項又は第３２

条第１項の規定にかかわらず、当該市営住宅

の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の

住宅の家賃以下で市長が定める。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の近傍同種の住宅の家賃については、

第１４条第３項の規定を準用する。この場合

において、「第１項」とあるのは「第５２条

第１項」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の近傍同種の住宅の家賃については、

第１４条第４項の規定を準用する。この場合

において、「第１項」とあるのは「第５２条

第１項」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


